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一マンシ ョン老朽化回顧の11状を教えてく ださい。

国土交通告の デー タに よる と平成３０年末現在、

年超 のマ ンシ ョン スト ックは81.４万 戸。 令和10

年末 には １９フ.８万 Ｐ、 令和 ２０年末 には ３６６.８万

戸と なり 、高終年マン ショ ンが急増 する とみ られ

てい ます。

中で も劇震性不足 の懸念が ある、|日耐 震基準の

マンショ ンス トッ クが約１ ０４万戸 （平成３０年末

環在）あると され、新劇震Ｍ準のマンシ ョンでも

築４０年超が名和５年末には約３４万戸、令和２０年

末には約２６０万ｒになる と見込まれていま す。

さら に築４０年超のマ ンシ ョンの約４割 で適渦適

切な修繕工事 が実施で きて いな いと いう 調査デー

タも あり ます。

耐震化や適切 な維持修繕が行わ れな い場合、ス

トッ クがその まま 老朽化＝ 不良化（ スラ ム化）し

ていく問題が生じるのです。

一老朽化し、 不良化したマンシ ョンの行く宋はど

うなりますかワ

管理組合の考え方 やマ ンシ ョン をａ り巻 く環境

によ りよすが、大きく 分けて修繕・ 建替え・ 敷地

売却となります。

修繕を緩 り返 し、 老朽化マ ンシ ョンを少 しでも

延命 しよ うとする場合、どのよ うに持たせるのか、

その先は どう する のか とい った 目標設定 と方針の

申し 合わせが必要です 。例 えば耐震化は あき らめ

て、 設備のイ ンフラエ串を行い、Ｉ Ｏ年後の建替

えに向け検討委員会を設ける。 などです。

建替えに つい ては 、建替え決議の成立要件の緩

和など法律の整備は進んでいよすが、建替えはな

かな か進んで いま せん 。建替え には やは り市場で

販売できる保留床 （余剰床）が見込めないこ とに
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公認不動産コンサルティングマスター。it表
を務める㈱タウン ・ク|リエイシ ョンはマンシ

ョン両生、都ｉ肖生一 再ｌｌ、 コーポラ ティ

ブハウスの２１、 マンショ ンａｌ、 定ｌ借地

ｌ・ ｉｌ借ｌ権をiaしたｌ築、不鸚ｉのＩ
Ｍ・ ｌ貸ｌ・ を換、マンシ ョンｉ理等に関す

るコンサルティングを手ｌけている。
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してもｊＩＲえあ りきで話は・めません.゛まずは建物 （コ、

ンク リー トや鉄骨 ・鉄ＳＳ）の物珂?的な性能の回題、ｎ
奪

回組合の経済的な 問題、専有自損、 イン フラ など住宅性

能の社会的な 問題を把握し 、修繕・ 建替え・ 敷地売却の

メリ ット ・デメリ ットを比較検討できる判断材料を捉ま

して、
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はデベロ ッパーなど

の事業協力者が参加

しにくいという背景

があります。

建替えを検討 しつ

つ、 立地や規模、億

万組合の意識がそろ

わない場 合、 マン

ショ ンを解体 し、敷

地売却して売却費用

を分配する（区分所

有関係の解消）のも

選択肢のひと つで

す。

－マ ンシ ョン再生を

目指す管理組合に

とっ て、 コンサル

タン トの役割は７

コンサルティ ングを行いま す。 修繕 ・建替え ・敷

地売却の手法 ごと に目 標を 設定 し、 事業 内容 を想

定。 各手法の 費用 対効果を 検証 し、 合意形成 に向

けた取り組みを行っていきます。

管Ｒ組合内だけで建替えを推進 してあま りうま

くいった例は聞きません。 議論をコーディネート

する専門家が入る こと によ って、多様な意見をま

とめるこ とができ るのです。

－マンシ ョンの２０年後を考え るこ との大切さと

は７

これまでＲ晰修繕計画に基づいて適時適切な維

持億llを行 って きた優良マン ショ ンで も、 ２０年

後はどう なっ ているか想像 し、 準備をしてお くこ

とが大切です。

今。 仮に築４０年で何も問題ないと いえるマン

ショ ンでも２０年後は。築６０年になり ます。配管

類や窓サ ッシ ・玄関ドアの交換、エ レベーターや

機械式駐車場の更新、 外構工事、その他バリ アフ

リーやエントランス改修などのバリ ューアップ改

修… この よう に高経年 になればなる ほど 費目 が嵩

むため、 建替え等を検討する管ll組合が多 くなり

ます。

このため２０年後の自分たちのマンショ ンを想

像するこ とに早Ｓぎる こと はあ りません。億万組

合の合意形成 にはIO年、20年か かる ケー スもあ

Ｃます。 まずは勉弥会の実施や委員会の禁固から

はじめ。 ゆるやかに意識づけを していく とよいで

しょ う。

ただ し、 最初から ［建替え］に限っ た勉強会や

委員会で はな く、 ［再 生検討委員会］な ど、 あく

まで修繕 ・建替え ・敷地売却のUI較をテーマに進

める こと が大切です。 偏っ た意見に よる進行 は管理組合

内部の対ごなど、 深刻なト ラブルになる万能性かおるか

らで す。
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[主な有資格者]

・再開発プラ ンナー　 ・マンシ ョン管理士　 ・宅地

建物取ﾘ|士　 ・公認手動作コンサルティ ングマス

ター　 ・ＵＲＣＡマンシ ョン建替えア ドバイザー一

行政吉士
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